
 

 

 

 

 

 

 

 

¥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  ５ 

きさらづ     たろう 

木更津     太郎 

昭和５０  １  ５ 

きさらづ     はなこ 

木更津     花子 

昭和５５  ３  ２１ 

千葉県木更津市朝日３丁目

10 番 19 号 

  

 木更津 太郎 

東京都千代田区九段南 1 丁目

2 番 1 号 

  

 木更津 花子 

神奈川県横浜市中区港町一丁目１番 

木更津 太郎 



 
                      ぼうそう はなこ 

東京都千代田区九段南一丁目２番       房総 花子 

木更津 大和 

平成〇〇  ６        令和〇〇   12    

千葉県木更津市朝日３丁目 10 番 19 号 



木更津 太郎    木更津 花子 

富津 三郎 
昭和 24   ５   18 

君津 良子 
昭和 32   ３   26 

千葉県木更津市朝日３丁目

10 番 19 号 

 

千葉県木更津市朝日三丁目

10 番 

 

東京都千代田区九段南 1 丁目

2 番 1 号 

  

東京都千代田区九段南一丁目

2 番 

  

現在住民登録をしている住所を記

入。住所変更をするときは開庁日に住

所異動の手続きが必要。 

旧姓に戻る場合のみ記入。※婚姻中の氏

を希望するときは別添届書が必要。 

もとの戸籍にもどるとき 

→婚姻前に在籍した本籍地番 

新しい戸籍をつくるとき 

 →新しく本籍をおきたい地番 

未成年者の子がいるときは、親権者と

なる方の欄に子の氏名を記入。 

国勢調査のある年度に届出する場合

のみ記入。 

別居を始める前の世帯で、主に収入

のある方のお勤め先等のあてはまるもの

にチェック。 

署名は必ず本人が自署する。 昼間連絡のとれる電話番号を必ず記載。 

証人欄：協議離婚ときは、成人 2 名の証人が必要。必ず各証人が自署する。 

協議離婚 記入例  鉛筆や消えるボールペンは使用できません  

未成年の子については「親権」の記載がなされますが、戸籍(子の氏)は変動しません。離婚後の新戸籍へ子

を入籍させたいときは、裁判所へ「子の氏の変更についての許可」の申立てをし、その審判書の謄本を持っ

て市役所へ入籍届を提出する必要があります。 

もとの戸籍にもどるとき → 婚姻前に在籍した戸籍の筆頭者の氏名 

※もとの戸籍で全員が除籍になっているときはもどれません。ご自身で新しい戸籍をつくります。 

新しい戸籍をつくるとき → 婚姻前のご自身の氏名 

 







あてはまるものにチェック 

木更津 一朗 
木更津 ヨシ     二 

房総 三郎 
房総 ハナ      長 裁判上の離婚以外は「協議離婚」。

裁判上の離婚は書き方や添付書類が

異なりますのでお問合せください。 

令和３年９月１日から離婚届の様式

が改正され、養父母欄が増え、押印が

任意となりました。引き続き改正前

の様式も使えます。 

養父母欄のない様式の届書を使用す

る場合は「その他」欄に以下の例のとお

り記載 

例）夫(妻)の養父(養母)「□□□□」 

続柄「養子(養女)」 


